
 

黒潮町施設園芸等燃油価格高騰対策事業 
  

 施設園芸セーフティーネット構築事業の加入を促進し、農業者の燃油価格高騰に対応するた

め、黒潮町施設園芸等燃油価格高騰対策事業を実施します。 

 下記ご確認の上、事業申請する方は、『委任状及び承諾書』、『黒潮町施設園芸等燃油価格高騰

対策事業費補助金に関する同意書』を黒潮町役場農業振興課まで提出をお願いします。 

【補助金の概要】 

１ 対象者の要件  

・施設園芸セーフティーネット構築事業に令和３事業年度に加入契約を行い、令和４事業年度

も加入を行う農業者 

・町税等の滞納がないこと 

・令和4 年4 月1日に黒潮町内に住所を有する者 

 

２ 補助対象経費・補助率  

・補助対象経費：令和３事業年度の燃油補填金の内、農家積立金額 

・補  助   率：１/２以内 

※補助金に１,０００円未満の端数が生じた場合には、切捨てるものとします 

 

３ 申請の手続き  

 ・補助申請等の交付手続きに係る一切の権限を高知県農業協同組合に委任します 

 ・補助を希望する方は、『委任状及び承諾書』、『黒潮町施設園芸等燃油価格高騰対策事業費補助金に関

する同意書』に自署又は記名押印をし、９月３０日までに黒潮町役場農業振興課に提出をお願いし

ます。 

 ・希望しない場合は、「希望しないこと」をお伝えください 

 

４ 補助金の交付  

 ・黒潮町からの補助金は、高知県農業協同組合に一括して交付します。 

・高知県農業協同組合は、農業者個人の「施設園芸セーフティーネット構築事業で利用する口

座」に振り込みます 

 

５ 補助金の返還  

 ・令和４事業年度に加入していた施設園芸セーフティーネット構築事業の加入を脱退したと

き 

 

◆事業に関するお問い合わせ先 

〒789-1992 黒潮町入野５８９３番地 

黒潮町役場 農業振興課 農業振興係（大方庁舎） ℡４３－１８８８ 



様式第１号（第５条関係） 

令和  年  月  日 

 

黒潮町長      様 

 

 

 

補助対象者（委任者） 住所     

 

                             氏名    

 

（氏名は、自署又は記名押印） 

 

 

 

委任状及び承諾書 

 

 

私は、次の条件により下記の者を代理人と定め、令和４年度黒潮町施設園芸等燃油価格高

騰対策事業費補助金の交付に係る一切の権限を委任します。 

また、本事業実施に必要な個人情報について、黒潮町長と代理人との間で情報提供を行う

ことを承諾します。 

 

条件 

 私に係る令和４年度黒潮町施設園芸等燃油価格高騰対策事業費補助金の交付が黒潮町からあ

ったときは、速やかに施設園芸セーフティーネット構築事業で利用する口座に振り込むこと。 

 

記 

 

 

 

代理人 所在地  高知市五台山５０１５番地１ 

 

    名 称  高知県農業協同組合 

         代表理事組合長 秦泉寺 雅一 

 

 

添付書類 

 ・ 黒潮町施設園芸等燃油価格高騰対策事業費補助金に関する同意書（別紙１） 

  



別紙１ 

黒潮町施設園芸等燃油価格高騰対策事業費補助金に関する同意書 

 

 

私は、令和４年度黒潮町施設園芸等燃油価格高騰対策事業費補助金の申請に際して、次の

ことに同意します。 

 

黒潮町施設園芸等燃油価格高騰対策事業費補助金交付要綱第３条第３号に規定する町税等の

納付について確認するため、町長が私の次の町税等の納付状況を調査すること。 

（１） 町民税 

（２） 固定資産税 

（３） 軽自動車税 

（４） 特別土地保有税 

（５） 国民健康保険税 

（６） 介護保険料 

（７） 後期高齢者医療保険料 

（８） 保育料 

 

 

令和  年  月  日 

 

 

黒潮町長      様 

 

 

補助対象者 

住所                 

 

氏名              

 

（氏名は、自署又は記名押印） 

 


